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やっと制定されました「高次脳機能障害者支援法」！やっと制定されました「高次脳機能障害者支援法」！

NPO 法人東京高次脳機能障害協議会（TKK）　理事長 今井雅子NPO 法人東京高次脳機能障害協議会（TKK）　理事長 今井雅子

高次脳機能障害者支援法が全会一致で可決
待ち続けた「高次脳機能障害者支援法」（以下「支援

法」）が成立した日、2025 年12月16
日、参議院本会議の傍聴席にいまし
た。ずっと待ち続けていた議員立法

の「支援法」、12月5日の衆議院厚生労働委員会、8日
の本会議、そして16日の参議院厚生労働委員会を経て、
いよいよ本会議での議決となりました。日本高次脳機能
障害友の会の方 と々一緒に、手を握り締めてその瞬間を
祈っていました。本会議での議決は、議員席のボタンに
よる投票で、電光掲示板に結果が出ました！ご覧の通り、
「反対０」！全会一致の可決、感無量でした。ここまで
来るのにどれほど多くの方々の努力、尽力があったかと
思うと、ただただ感謝の言葉しかありません。
高次脳機能障害とは

高次脳機能障害は、脳卒中などの病気や事故など、
さまざまな原因によって脳に損傷を受け、記憶や注意、
言語、判断、思考などの機能がうまく働くことが出来な
くなる後遺症です。損傷部位や程度によって現れ方が異
なり、その症状は退院後の日常生活の中で現れてくるこ
とが多く、さまざまな場面で支障をきたします。そして外
見からは判りにくいため、周囲の理解や適切な支援が受
けられず、日々苦労して生活をしています。

障害理解も難しく、日々の生活の困難さの中から
1990 年代に、全国のあちこちで家族会が誕生し、活動
を始めていました。高次脳機能障害についての勉強会や

研修会、仲間同士の相談会、自治体や国への訴えなど
活発に活動していました。1998 年、国も動き出し、高次
脳機能障害者への具体的な支援方策を検討するために、
2001年から｢高次脳機能障害支援モデル事業 ｣に取り
組み、｢評価基準｣、｢訓練プログラム｣｢支援プログラ
ム｣を作成しました。さらに2006 年度からは高次脳機
能障害支援普及事業が始まりました。現在支援拠点は
136か所になっています。
途切れのない支援が必要

それでも日常の困りごとや課題はたくさんあり、それ
ぞれの家族会などは自治体等に訴えを続けています。高
次脳機能障害へのさらなる理解促進、縦割りの制度の
中で、原因や年齢などによって支援が違ったり、途切れ
たりすること、急性期、回復期病院の退院後の福祉等
との繋ぎ及び医療と切れてしまう問題、地域の格差、介
護保険と障害者総合支援法の併用の問題、高次脳機能
障害を理解し対応してくれる病院や施設、診断書を書い
てくれる医師が少ないなど、要望書で訴えても制度の問
題の多くの矛盾が出てきて、どこに住んでいても同じよう
な支援を求めるには、やはりこれは「法律」で定めても
らわなければ変わらない、とずっと願ってきたのです。
支援法ができるまで 10 年
日本脳外傷友の会（現在の日本高次脳機能障害友の会）

の元理事長東川悦子氏が中心になって、以前から毎年厚生
労働省に行っていらしたことは知っていました。そして現在の
片岡保憲理事長になってから約10年間、月3～4回高知か
らの上京、厚生労働省等の委員会などのメンバーとして、法
案成立に向けて尽力してくださいました。

成立後、今年1月24日に「日本高次脳機能障害友の
会緊急集会」が開催され、法案を通すために尽力された、
前参議院議員の衛藤晟一先生と友の会の片岡保憲理事
長の対談で、支援法が成立するまでの10年以上にわた

るご苦労を聞きま
した。片岡さんか
らの高次脳機能障
害者の実態と支援
の訴えを衛藤先
生に理解してもら
うのに3年かかっ

「高次脳機能障害の理解のために」( 東京都心身障害者福祉センター発行 )「高次脳機能障害の理解のために」( 東京都心身障害者福祉センター発行 )

高次脳機能障害とは、事故によるケガや病気などで脳機能の一部が損傷し、中途障害になることです。記憶障害、
社会的行動障害、失語、失認など、人により現れる症状や程度が異なり、外見からわかりにくく、本人が気づきにく
いこともあります。適切な支援があれば、回復に向かうことができます。しかし、これまで障害者総合支援法や介護
保険制度、子ども・子育て支援法などの既存の制度では、対応できなかったため、高次脳機能障害に対応する法律の
整備が求められていました。2025 年 12 月に高次脳機能障害者支援法が成立したので、長きにわたり当事者に具体的
な支援を続けてきた NPO 法人東京高次脳機能障害協議会理事長の今井雅子さんに報告していただきます。
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たそうです。昨年 4月25日、ようやく議員連盟が設
立されました。法案提出には全会派の賛成が無いと
出来ません。衛藤先生が 3年かかったものを他党の
先生方に伝えるのは大変だったと片岡さん。「6月の国
会で法案が通る」との情報で、その時を待っていまし
たが、結局は法案提出もありませんでした。各会派
の意見をまとめるのが大変だったとの衛藤先生の言葉
に、語り切れないご苦労があったことを推察しました。
ここまでは議員の方々が頑張ってくださらないと設立
できません。この法案成立にかかわってくださった与
野党全ての国会議員の方々に心から感謝いたします。
支援法の基本理念

こうして成立した「支援法」の内容です。
基本理念として、高次脳機能障害者の意思を尊重

し、自立および社会参加の機会を確保すること、社
会的障壁の除去を目指すこと、医療・福祉・教育・労
働等の関連機関が連携し、切れ目のない支援を行う
こと、が定められています。

国と地方公共団体の責務も「関係施策を横断的に
連携させ、統合的支援を進める責務、その支援が体
系的かつ実効的に行われることを確保する観点から、
同項の施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施す
るため必要な措置を講ずるものとする。」と明確にさ
れています。また「支援の状況及び高次脳機能障害
者に対する支援に関して講じた施策に関する資料を作
成し、適切な方法により随時公表する」とも決められ

ています。さらに実施状況の国への報告と公表の対応
について、専門的な医療機関の確保、「高次脳機能
障害者支援地域協議会」の設置、高次脳機能障害
者と家族への支援についても書かれています。
高次脳機能障害者支援センターの設置

都道府県知事は、「高次脳機能障害者支援セン
ター」（以下支援センター）を指定し、または自ら実
施できる、「すべての都道府県及び指定都市において、
令和 8 年度中の可能な限り早期に、設置するよう準
備を進めるように」と定められています。支援センター
は専門的相談や情報提供、個別の専門的支援、研修、
医療・福祉・労働・教育などの機関の連絡調整など

を行うこととされています。
私の所属しているＴＫＫ(NPO 法人東京高次脳機能

障害協議会)では、議員に働きかけることは出来ませ
んでしたが、支援法について勉強会やアプローチ講
習会等で研修会も開催して学んできました。そこで参
考にしたのが「発達障害者支援法」（2004 年Ｈ16）
です。ご存知の通り、法律ができたことにより発達障
害の周知が広がり、支援センターが立ち上がって、支
援が全国的に広がっています。それと平行しての勉強
をしてきました。

先に書いたように、高次脳機能障害者支援において
は、国は「支援普及事業」を行っており、支援拠点が
支援センターになることが多いかと想像します。「既存の
会議体を活用・見直すなどして令和8年度中の可能な
限り早期に実施をお願いしたい」ということが、厚生労
働省からの説明にあります。ここでちょっと心配なのが、
今までやってきた事業や機関が、その名称を変えただけ
になることです。今までも拠点のコーディネーターの配置
も選任ではなく、兼務や不在となっている所もあると聞
いています。一生懸命やってくれた方がバーンアウトした
という話も聞きました。今の組織を名称だけでなく、根
本的に見直してスタートを切って欲しいと切に願います。
地域で安心して生活できる支援を

支援法が成立した時に、片岡理事長が「法律を作っ
たんだ！ずっと支援が続くんだよ！」と体いっぱいに喜び
を表して、両手を上げて話されていました。そうなんです、

ずっと続くのです。そしてできたから万歳ではない
のです。この法律をいかに生かして、高次脳機能
障害者や家族が安心して生活できるような支援を
作っていかなければならないのです。全国いろい
ろなところがあるでしょう。地域特有の支援もある
と思います。その中で自分たちの地域で、どんな
整備がされると高次脳機能障害支援ができるの
か、具体的な支援を考え、それを多くの関係機
関等とネットワークを構築！して共有し、大きな
うねりをつくっていきたいと思います。




